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公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案(

閣
法
第
四
三
号)

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
東
京
都
か
ら
神
奈
川
県
に
変
更
す
る
と
と
も

に
、
大
気
の
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
に
対
す
る
補
償
給
付
の
支
給
等
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
自
動
車
に
係
る
費
用
負

担
分
に
つ
い
て
、
現
行
の
自
動
車
重
量
税
収
か
ら
の
引
当
措
置
を
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
、
五
年
間
延
長
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


